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申
請
書
用
紙
は
、
三
月
十
八
日
に

各
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
し
た
。

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要

書
類
と
併
せ
て
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
窓

口
で
の
申
請
を
す
る
場
合
は
申
請
書

と
必
要
書
類
、
印
鑑
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
窓
口
申
請
で
あ
っ

て
も
そ
の
場
で
給
付
金
を
給
付
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
受
け
付
け
開
始
か
ら
し
ば

ら
く
は
申
請
手
続
き
の
集
中
に
よ
る

混
乱
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
郵
送
に

よ
る
申
請
を
優
先
し
て
手
続
き
を
進

め
ま
す
。
受
け
付
け
期
間
は
三
月
十

九
日
か
ら
九
月
二
十
四
日
ま
で
で
す
。

※
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
申
請
方

法
も
定
額
給
付
金
と
同
様
で
す
。

①
当
面
の
間
、
役
場
三
階
三
〇
七
号

会
議
室
で
、
平
日
の
九
時
か
ら
十
七

時
ま
で
受
け
付
け
し
ま
す
。

②
臨
時
窓
口

▼
四
月
四
日
（
土
）
町
役
場
、
西

山
公
民
館

▼
四
月
五
日
（
日
）
御
所
公
民
館
、

御
明
神
公
民
館

受
け
付
け
時
間
は
い
ず
れ
も
九
時

か
ら
十
五
時
ま
で
で
す
。

定
額
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り
込

め
詐
欺
」
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
町

内
で
も
役
場
職
員
を
か
た
り
、「
定
額

給
付
金
の
書
類
発
送
が
遅
れ
て
い
る

た
め
、
口
座
番
号
を
教
え
て
欲
し
い
」

と
い
っ
て
個
人
情
報
を
聞
き
出
そ
う

と
し
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
が
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

を
使
っ
て
の
振
り
込
み
依
頼
、
現
金

の
郵
送
依
頼
、
身
分
証
明
書
を
提
示

し
な
い
現
金
の
直
接
受
け
取
り
を
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
前

述
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
て
も
あ
わ

て
ず
に
、
一
度
電
話
を
切
り
、
町
役

場
に
か
け
直
す
な
ど
し
て
確
認
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
定
額
給
付
金
▼
町

役
場
総
務
課
（
�
内
線
２
１
６
）、
子

育
て
応
援
特
別
手
当
▼
福
祉
課
（
�

内
線
１
２
５
）

町
で
は
、
国
の
緊
急
経
済
対
策
に
よ
る
定
額
給
付
金
、

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
支
給
手
続
き
を
始
め
ま
し
た
。

対
象
者
や
支
給
金
額
、
支
給
方
法
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
定
額
給
付

金
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

十
分
注
意
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
方
法

●
申
請
窓
口

●
詐
欺
に
ご
注
意
を

届
き
ま
し
た
か
申
請
書
用
紙
３
月
18
日
に
郵
送

平成21年2月1日時点で町の
住民基本台帳に登録されてい
る人

その世帯の世帯主

平成21年2月1日時点で町の
外国人登録原票に登録され一
定の要件を満たしている人

対象者本人

平成2年4月2日から平成17
年4月1日までに生まれた子
が2人以上いる世帯に属する、
平成14年4月2日から平成
17年4月1日までに生まれた
第2子以降の子

定額給付金の対象
者で平成21年2月
1日時点で子育て
応援特別手当の対
象となる子の属す
る世帯の世帯主

定額給付金

子育て応援
特別手当

対象者1人当たり12,000円。18歳以下（平成2年
2月2日～平成21年2月1日生まれ）、65歳以上（昭
和19年2月2日以前生まれ）の人は20,000円

定額給付金

子育て応援
特別手当

対象者1人当たり36,000円

支　給　額

対象者 受給者（申請者）
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この広告は、広告主の責任において雫石町が掲載しているものです。広告の内容について雫石町が推奨等をするものではありません

曜日 担当医師（午前） 担当医師（午後）
月 秋山・松井※1 松井※1
火 秋山 秋山
水 秋山・松井 松井※2
木 秋山 秋山
金 松井・増田 増田
担当医師は予告なく変更する場合があります

受付時間� 8 ：30～11：30
13：30～16：30

※1…13日と27日は増田医師が診
療に加わります　※2…8日と15日
は桂医師が担当予定　
○診療は内科のみで、夜間・土日
祝日は休診しています（休日当番
医は実施します）

雫石診療所　4月の診療体制 問い合わせ先
�692－3155

鶯宿温泉観光協会（川口善昭会
長）では鶯宿温泉の活性化事業とし
て、フラワーロード、散策路、花
の広場整備など、独自の花に囲ま
れた環境づくりを行っています。
鶯宿温泉の入口の「桜の広場」

には、現在25本のしだれ桜があり、
ベンチが設置され、観光客や住民
の憩いの場となっています。しだ
れ桜は桝沢交差点から鶯宿温泉ま
で続く道路沿いにも植栽する予定
です。

また、鶯宿の中央に位置する鶯
宿温泉神社周辺の傾斜を利用し整
備された「花の広場」には、樹齢
300年以上ともいわれるしだれ桜
を中心にヤマブキ、山つつじなど
の花木が植えられています。
逢滝の近くには、ミズバショウ

やカタクリの群生地があり、鶯宿
の自然をできるだけありのままに
残したいと整備をしています。カ
タクリの群生地は、町道沿い約
400ｍにわたり5万～6万本ものカ
タクリの花が4月中旬から見ごろを
迎えます。
四季折々の様々な景色を見せる

鶯宿温泉。まさに季節の色彩が温
泉のようにあふれています。

日差しが暖かくなり、カタクリ
の芽も顔を出しそうになってきま
した。春の訪れを満喫しに鶯宿温
泉まで足を運んでみませんか。

◎鶯宿温泉の

「いで湯に花舞い、
水輝く里山づくり」

逢滝付近に群生するカタクリ

町では「花と緑のまちづくり事業」を推進しています。
オープン・ガーデン、花に関する地域の取り組み、珍し
い花などの話題がありましたら情報をお寄せください。

町役場住民課（�692－2111内線114）

町火葬場は利用者の利便向上の
ため、平成21年4月から日曜・祝日
なども火葬します。これにより休
場日は、点検などによる臨時休場
を除き、年末年始のみとなります。
なお、火葬場使用申請などの手続
きは従来どおり平日（月～金曜日）
の8時30分から17時15分までです。
利用予約は夜間・休日も町役場で
受け付けます。 （町役場住民課）

火葬場は4月から日・祝も開場告　知

年度末金融に係る休日
の臨時相談窓口を開設

年度末の金融繁忙期を迎え、中
小企業の資金繰り支援のため、町
では休日相談窓口を開設します。
【開設日時】3月28日（土）、29日
（日）9時から17時まで
【相談窓口】町役場2階商工観光課
�町役場商工観光課商工労政担当
�内線252、257

南部営農経済センター前発着時刻
・御所線（運行日：月、木、金曜日）
往路�9：47、復路�12：32
・御明神線（運行日：火、水曜日）
往路�9：25、復路�12：05
・御明神線（運行日：土曜日）
往路�9：25、復路�11：36
・西根線（運行日：火、水曜日）
往路�10：24、復路�13：06
�町役場保健課医療企画担当　
�内線134、147

地産地消の推進に向け、町が整
備を進めてきた雫石銀河ステーシ
ョンの改修工事が完了し、4月18日
にオープンします。
地産地消レストランや産直品と

地元食材加工品の販売所、ファー
ストフードなどを取り扱う飲食エ
リアなどが整います。施設の配置
など詳細については、本誌4月号で
お知らせします。（町役場農林課）

地産地消の拠点、4月18日オープン
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�問い合わせ先団体名　�電話番号　�ＦＡＸ番号　�住所　�Eメール・URL
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【広　告】

町では、春の異動期に合わせ、
住民異動などの手続きに便宜を図
るため、下記の日程で役場の窓口
を臨時に開庁します。対応するの
は、住民異動、住民票、所得証明
書などの交付、国保、年金、転校
などの手続きです。
【実施日】3月29日（日）、4月4日（土）
【実施時間】8時30分～17時15分
【対応課】
住民課�戸籍届・証明、住民異動
届・証明など
福祉課�身体障害者手帳・医療手
帳の住所変更および各種届け出、
児童手当申請に関する届け出など
保健課�国民健康保険に係る資格
取得・喪失手続き、国民年金資格
取得・喪失関係届出書の受理など
税務課�所得証明書（現年度課税
分）、納税証明書など
学校教育課�転校などの手続き
住民課窓口は、平日（月・木曜日）
の夕方18時30分まで受付時間を延
長しています。ご利用ください。

役場の窓口を臨時に開庁します

告　知

患者等輸送バス 4月から
新停留所を設置します

②奨学資金制度
高等学校以上に在学し、本人ま

たは家族の住所が町内にある学
生、生徒が対象です。貸付額は平
成21年度から増額となります。希
望する場合は5月15日までに学校
教育課までお申し込みください。
採用決定は6月中旬の予定です。
学力・経済状況などを審査のうえ
採用者を決定します。
【奨学資金貸付月額】
高等学校（公立）�15,000円以内
高等学校（私立）�20,000円以内
工業高等専門学校�18,000円以内
短期大学（公立）�25,000円以内
短期大学（私立）�30,000円以内
大学（公立昼間部）�30,000円以内

募　集

奨学資金・就学援助費
21年度希望者を募集中

町では経済的な理由で進学や就
学が困難な学生や児童、生徒を援
助する就学援助制度と奨学資金制
度を設けています。現在平成21年
度利用希望者を募集しています。
①就学援助制度
経済的な理由で就学困難な小・

中学生を援助し、義務教育を受け
られるようにする制度です。学用
品や給食費などを援助します。こ
の援助を希望する場合は、子ども
が通っている学校または学校教育
課までお問い合せください。

（仮称）健康センター建設による通行止めにご協力を

（仮称）町立健康センターの新築工事に伴い、4月1日から5月末ごろまで、
下図のとおり通行止め区域を設定します。車両および歩行者の通行が終日で
きなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
�町役場保健課医療企画担当 �内線134、147

現在運行している患者等輸送バ
スの全路線全便に、4月1日から新
たに「新岩手農協南部営農経済セ
ンター前」停留所を設けます。

大学（公立夜間部）�15,000円以内
大学（私立昼間部）�35,000円以内
大学（私立夜間部）�25,000円以内
�町教育委員会事務局学校教育課
�内線294、295
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【保健センター開放日】4月20日（月）10時～12時　【問い合わせ先】保健センター（�692－2227 �692－0308）

広報しずくいし　第630号

◆4月の乳幼児健康診査、各種相談、予防接種

※乳幼児健康診査の対象�3～4カ月児＝20年11月生まれ、9～10カ月児＝20年5月生まれ、1歳児＝20年3月生まれ
※乳幼児の健康診査、予防接種を早めに終了したい場合は母子手帳の受け付けを12時から行います。

◆個別予防接種
予防接種名 接種年齢 通知案内

ＢＣＧ ６カ月未満 出生届出時に発行

三種混合 3～90カ月未満 出生届出時に発行

第１期麻しん風しん混合 １～２歳未満 １歳の誕生日以降に通知

場所：上原小児科医院（要予約�692－3907）

※町外の医療機関で予防接種を希望される場合は、依頼書を発行します。印鑑を持参
のうえ保健センターに申請してください。5,000円を上限に助成します。

内容 対象者 受付時間 会場

3日（金） 乳幼児健康診査 3～4・9～10カ月、1歳児 13時～13時30分 中央公民館

10日（金） 1歳6カ月児健康診査 Ｈ19年9・10月生 13時～13時30分 中央公民館

15日（水） 2歳6カ月児健康診査 Ｈ18年9・10月生 13時～13時10分 中央公民館

22日（水） ポリオ生ワクチン 3カ月から90カ月までの児 13時30分～14時 中央公民館

23日（木） 赤ちゃん相談 1歳までの児 9時30分～11時 保健センター

【健康診査などの会場を変更しています】
平成21年度での完成を目指し進められて

いる（仮称）健康センターの新築工事に伴い、
当分の間乳幼児健康診査などは下記表のと
おり会場を変更していますのでご協力をお
願いします。

実施日

第4期麻しん風しん予防
接種は集団接種で実施

�健康づくり・食生活に関するアンケートを実施
町では、健康づくり、食生活に関するアンケート調査を実施し

ますので、ご協力をお願いします。身体の様子や健康に関する意
識、身体活動、食生活についての現状を正確に把握し、今後の町
の健康づくり事業に生かしていきたいと考えています。
調査対象（20歳から80歳までの町民を無作為に抽出）に選ばれた

場合には、「各種検診対象者世帯調査票」と同時に地区の保健推進
員がアンケート用紙を配布および回収します。
【実施時期】平成21年4月末～5月上旬

平成21年度麻しん風しん予防接種の
第4期（高校3年生相当の年齢）は集団接
種で行います。
【対象】平成3年4月2日～平成4年4月1
日生まれ
【場所】中央公民館
【実施時期】平成21年7月・8月予定
※対象者には個別に案内します。

�妊婦健康診査公費負担の制度が変わりました
妊婦健康診査が無料で受けられる受診券を昨年度までの6枚か

ら平成21年度は14枚に増やします。受診券は、妊娠届の際にお渡
しします。妊婦健康診査は妊娠中の母体や赤ちゃんの健康を守る
ために、また妊娠中の異常を早期に発見し適切な処置を受けるた
めに定期的に受けることが大切です。
【持ち物】妊娠証明書
【場所】保健センター
※町役場保健課への届出も必要ですので、保険証、印鑑、預金口
座がわかるもの（郵便局は除く）を持参ください。
妊婦健康診査受診票を平成21年3月末までに受け取り、4月1日

時点で妊娠39週までの場合、妊娠週数に応じて追加の受診券を郵
送します。

�歯や口の健康に関する無料電話相談
岩手県保険医協会では、「ヨイ歯デーテレホン相談」を実施しま
す。歯や口に関する悩みなら何でも無料で応じますのでお気軽に
相談ください。
【実施日時】4月17日（金）10時～20時（回答は19時以降となります。
相談を一旦受け付けた後、折り返し相談者に電話します）
【電話番号】651－7341（岩手県保険医協会ヨイ歯デーテレホン相
談係りまで）

21年度の検診が始まります
健康のため受診しましょう
平成21年度の検診が始まります。4

月下旬ごろ保健推進員を通じて「各種
検診対象者世帯調査票」を配布します。
職場や病院、人間ドックなどで受けな
い人は、自身の健康管理のため検診を
受けましょう。
【検診内容】
①結核および肺がん検診（40歳以上）
②大腸がん検診（40歳以上）
③胃がん検診（40歳以上）
④子宮がん検診（御所、西山、御明神
地区の20歳以上）
⑤乳がん検診（御所、西山、御明神地
区の40歳以上）
⑥前立腺がん検診（50～69歳）
⑦超音波検診（35歳以上）
※平成20年度から基本検診は特定検診
に変更になりました。検診案内は医療
保険者から「受診券」が送付されます。
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